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公共施設使用料値上げの目的は。
総務部長 利用者が相応の費用を負担する受益者負
担の原則に基づき、定期的に見直しを行っている。
値上げによって利用者が減少するのでは。
教育部長 激変緩和措置として、改定額の上限を
1.5 倍までとし、近隣自治体より高額とならないよ
う配慮を講じており、活動に大きな影響があるとは
考えていない。
三ツ又池公園の使用料はあるのか。
産業振興課長 料金の徴収は行っていない。本市の
後援等を受けた事業を除き、目的外使用が許可され
ていない。
減免率は変わるのか。
総務部長 丁寧に議論しながら見直しを検討する。

利用料のキャッシュレス決済導入はできないか。
教育部長 令和 9年 4月分からの導入を進めている
施設予約システムと同時に、導入を検討している。
地域活動を行った市民、市内のイベントに参加した
団体等にポイントを付与して、使用料として使える
ようにできないか。
ポイントの付与基準や活動内容の評価方法におい
て、公正な基準を設定することは容易でない。

キャッシュレス決済導入へ
予約システム導入と同時に検討

▲総合社会教育センター ▲ TKEスポーツセンター
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